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告 示 

 

三重県告示第 275 号 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 252 条の 36 第 1 項の規定により、次のとおり包括外部監査契約を締

結しました。 

  平成 30 年 4 月 10 日 

                             三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  包括外部監査契約の期間の始期 

  平成 30 年 4 月 1 日 

2  包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法 

  基本費用の額並びに執務費用及び実費の額の合算 

3  包括外部監査契約を締結した者の氏名及び住所 

  氏名 早川 忠宏 

  住所 三重県四日市市川島町 1782-1 

4  包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の支払方法 

  監査の結果に関する報告の提出後に一括払とする。ただし、業務の実施上必要と認めるときは、概算払をす

ることができる。 

 

三重県告示第 276 号 

 介護保険法（平成 9 年法律第 123 号）第 41 条第 1 項の規定により、次のとおり居宅サービス事業者を指定し

ました。 

  平成 30 年 4 月 10 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

介 護 保 険 
事業所番号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者名 
指 定 
年 月 日 

サービスの 
種 類 

2470703493 さとり 
松阪市小黒田町 487 番
地 5 

すず株式会社 
平 成 3 0 年 
4 月 1 日 

訪問介護 

2470703519 和親 
松阪市下村町 346 番地

15 

特定非営利活動法人和

親 

平 成 3 0 年 

4 月 1 日 
訪問介護 

2471301297 
ホームヘルプサービス
とんぼ池 

名張市安部田 1108 番地 
特定非営利活動法人と
んぼ池山荘 

平 成 3 0 年 
4 月 1 日 

訪問介護 

2472701248 
太陽ヘルパーステーシ
ョン 

多気郡多気町河田 406 株式会社太陽 
平 成 3 0 年 
4 月 1 日 

訪問介護 

2460490093 
亀山市立医療センター

訪問看護ステーション 

亀山市亀田町 466 番地

1 
亀山市 

平 成 3 0 年 

4 月 1 日 
訪問看護 

2460590280 
津中央訪問看護ステー
ションシルバーケア豊
壽園 

津市本町 26 番地 13 号 
社会福祉法人洗心福祉

会 

平 成 3 0 年 

4 月 1 日 
訪問看護 

2450380023 
介護老人保健施設ひま
わり 

鈴鹿市神戸三丁目 12 番
10 号 

医療法人博仁会 
平 成 3 0 年 
4 月 1 日 

訪問リハビ

リテーショ
ン 

2470205531 
デイサービスセンター
サクラさくら 

四日市市浜一色町 15 番
14-1 

社会福祉法人桜コミュ
ニティ 

平 成 3 0 年 
4 月 1 日 

通所介護 

2472901749 デイサービスささゆり 
志摩市磯部町恵利原

126 番地 16 
株式会社ささえあい 

平 成 3 0 年 

4 月 1 日 
通所介護 

2472901731 三重県立志摩病院 
志摩市阿児町鵜方 1257

番地 

公益社団法人地域医療

振興協会 

平 成 3 0 年 

4 月 1 日 

通所リハビ
リテーショ
ン 

2470505567 
グリーンヒル ショート

ステイセンター 

津市緑が丘一丁目 1 番

地 2 

社会福祉法人あけあい

会 

平 成 3 0 年 

4 月 1 日 

短期入所生

活介護 
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2472701255 
太陽福祉用具貸与・販
売 

多気郡多気町河田 406 株式会社太陽 
平 成 3 0 年 
4 月 1 日 

福祉用具貸
与 

2470505559 
株式会社マルエイ津市

店 

津市雲出長常町九ノ割

1255-10 
株式会社マルエイ 

平 成 3 0 年 

4 月 1 日 

特定福祉用

具販売 

2472701255 
太陽福祉用具貸与・販
売 

多気郡多気町河田 406 株式会社太陽 
平 成 3 0 年 
4 月 1 日 

特定福祉用
具販売 

 

三重県告示第 277 号 

 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律（平成 26 年法律

第 83 号）第 6 条による改正前の介護保険法（平成 9 年法律第 123 号）第 46 条第 1 項の規定により、次のとおり

居宅介護支援事業者を指定しました。 

  平成 30 年 4 月 10 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

介 護 保 険 

事業所番号 
事業所の名称 事業所の所在地 事業者名 

指 定 

年 月 日 

サービスの 

種 類 

2470205523 
居宅介護支援センター 

さくら 

四日市市浜一色町 15 番

14-1 

社会福祉法人桜コミュ

ニティ 

平 成 3 0 年 

4 月 1 日 

居宅介護支

援 

2470703501 
共生型支援事業所 あ

ぽろ 

松阪市駅部田町 1002 番

地 3 
株式会社スタート 

平 成 3 0 年 

4 月 1 日 

居宅介護支

援 

2471301289 
居宅介護支援センター

楓 
名張市西原町 2920 番 2 

株式会社キグチコーポ

レーション 

平 成 3 0 年 

4 月 1 日 

居宅介護支

援 

2472901723 
大前・天満介護相談室

「ともに」 

志摩市阿児町鵜方 3061

番地 303 

ふくし・くらしグルー

プ合同会社 

平 成 3 0 年 

4 月 1 日 

居宅介護支

援 

 

三重県告示第 278 号 

 介護保険法（平成 9 年法律第 123 号）第 53 条第 1 項本文の規定により、次のとおり介護予防サービス事業者

を指定しました。 

  平成 30 年 4 月 10 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

介 護 保 険 
事業所番号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者名 
指 定 
年 月 日 

サービスの 
種 類 

2460490093 
亀山市立医療センター

訪問看護ステーション 

亀山市亀田町 466 番地

1 
亀山市 

平成 30 年 

4 月 1 日 

介護予防訪

問看護 

2460590280 
津中央訪問看護ステー
ションシルバーケア豊
壽園 

津市本町 26 番地 13 号 
社会福祉法人洗心福祉

会 

平成 30 年 

4 月 1 日 

介護予防訪

問看護 

2450380023 
介護老人保健施設ひま
わり 

鈴鹿市神戸三丁目 12 番
10 号 

医療法人博仁会 
平成 30 年 
4 月 1 日 

介護予防訪

問リハビリ
テーション 

2472901731 三重県立志摩病院 
志摩市阿児町鵜方 1257
番地 

公益社団法人地域医療
振興協会 

平成 30 年 
4 月 1 日 

介護予防通
所リハビリ

テーション 

2470505567 
グリーンヒル ショート

ステイセンター 

津市緑が丘一丁目 1 番

地 2 

社会福祉法人あけあい

会 

平成 30 年 

4 月 1 日 

介護予防短
期入所生活
介護 

2472701255 
太陽福祉用具貸与・販

売 
多気郡多気町河田 406 株式会社太陽 

平成 30 年 

4 月 1 日 

介護予防福

祉用具貸与 

2470505559 
株式会社マルエイ津市

店 

津市雲出長常町九ノ割

1255-10 
株式会社マルエイ 

平成 30 年 

4 月 1 日 

特定介護予
防福祉用具
販売 

2472701255 
太陽福祉用具貸与・販
売 

多気郡多気町河田 406 株式会社太陽 
平成 30 年 
4 月 1 日 

特定介護予

防福祉用具
販売 
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三重県告示第 279 号 

 介護保険法（平成 9 年法律第 123 号）第 75 条第 2 項の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者から

事業の廃止の届出がありました。 

  平成 30 年 4 月 10 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

介 護 保 険  
事業所番号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者名 
廃 止 
年 月 日 

サー ビス
の 種 類 

2470702974 
デイサービスセンターはなお

か苑 

松阪市大黒田町 741

番地 

株式会社グランツ 平成 2 9 年 

12 月 31 日 

通所介護 

2472901343 
デイサービス ゆめふる志摩
ささゆり店 

志摩市磯部町恵利原
126-16 

株式会社やさしい手
三重 

平成 3 0 年 
3 月 3 1 日 

通所介護 

2473000129 
紀北町社協訪問入浴事業所 北牟婁郡紀北町相賀

488 番地 1 
社会福祉法人紀北町
社会福祉協議会 

平成 3 0 年 
3 月 3 1 日 

訪問 入浴
介護 

2470703238 
第二デイサービスセンターな

でしこ苑 

松阪市川井町字中道

53 番地 4 

社会福祉法人長寿会 平成 3 0 年 

3 月 3 1 日 

通所介護 

2470801941 
元気ひろばデイサービス 伊勢市大世古 1 丁目

8 番 7 号 
株式会社 元気ひろ
ば 

平成 3 0 年 
3 月 3 1 日 

通所介護 

2470300837 
ヘルパーステーション えい
ど 

鈴鹿市十宮二丁目
14 番 13 号 

有限会社 輪 平成 3 0 年 
3 月 3 1 日 

訪問介護 

2460290204 
四季の郷 訪問看護ステーシ

ョン ベル 

四日市市白須賀 2 丁

目 11-4 

株式会社 四季の郷 平成 3 0 年 

3 月 3 1 日 

訪問看護 

2460290204 
四季の郷 訪問看護ステーシ
ョン ベル 

四日市市白須賀 2 丁
目 11-4 

株式会社 四季の郷 平成 3 0 年 
3 月 3 1 日 

居宅 療養
管理指導 

 

三重県告示第 280 号 

 介護保険法（平成 9 年法律第 123 号）第 82 条第 2 項の規定により、次のとおり指定居宅介護支援事業者から

事業の廃止の届出がありました。 

  平成 30 年 4 月 10 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

介 護 保 険 
事業所番号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者名 
廃 止 
年 月 日 

サービス
の 種 類 

2472700760 
ケアプランセンター いなほ
の里 

多気郡明和町佐田
2473-1 

株式会社平井 平成 3 0 年 
2 月 2 8 日 

居宅介護
支援 

2470802675 
居宅介護支援事業所 白雪 伊勢市小俣町元町

623-1 

社会福祉法人仁成会 平成 3 0 年 

3 月 3 1 日 

居宅介護

支援 

2470400124 
シルバーサポート わたなべ 亀山市和田町 17 番

地 
有限会社 シルバーサ
ポート わたなべ 

平成 3 0 年 
3 月 3 1 日 

居宅介護
支援 

2470802501 
居宅介護支援事業所 あゆ里 伊勢市川端町 301 番

2 
株式会社ハートフル
ライフ 

平成 3 0 年 
3 月 3 1 日 

居宅介護
支援 

 

三重県告示第 281 号 

 介護保険法（平成 9 年法律第 123 号）第 115 条の 5 第 2 項の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事

業者から事業の廃止の届出がありました。 

  平成 30 年 4 月 10 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬 

介 護 保 険  
事業所番号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者名 
廃 止 
年 月 日 

サー ビス
の 種 類 

2470101672 
リハビリデイサービスセンタ
ー みんなの家 

桑名市太一丸 687-1 有限会社メディカル
テン 

平成 2 9 年 
10 月 31 日 

介護 予防
通所介護 

2470702974 
デイサービスセンターはなお
か苑 

松阪市大黒田町 741
番地 

株式会社グランツ 平成 2 9 年 
12 月 31 日 

介護 予防
通所介護 
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2473000129 
紀北町社協訪問入浴事業所 北牟婁郡紀北町相賀

488 番地 1 
社会福祉法人紀北町
社会福祉協議会 

平成 3 0 年 
3 月 3 1 日 

介護 予防
訪問 入浴
介護 

2460290204 
四季の郷 訪問看護ステーシ

ョン ベル 

四日市市白須賀 2 丁

目 11-4 

株式会社 四季の郷 平成 3 0 年 

3 月 3 1 日 

介護 予防

訪問看護 

2460290204 
四季の郷 訪問看護ステーシ
ョン ベル 

四日市市白須賀 2 丁
目 11-4 

株式会社 四季の郷 平成 3 0 年 
3 月 3 1 日 

介護 予防
居宅 療養
管理指導 

 

三重県告示第 282 号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律第 123 号）第 59 条第 1 項の規

定により、次のとおり精神通院医療に係る指定自立支援医療機関を指定しました。 

  平成 30 年 4 月 10 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

医療機関の種別 医療機関の名称 所 在 地 指定年月日 

病院・診療所 金丸脳脊椎外科クリニック 伊賀市佐那具町 804-1 平成 30 年 4 月 1 日 

薬局 スマイルさなぐ薬局 伊賀市佐那具町 790 平成 30 年 4 月 1 日 

病院・診療所 宮本心身クリニック 鈴鹿市下大久保町 2669-1 平成 30 年 1 月 5 日 

薬局 キリン堂薬局 伊勢船江店 伊勢市船江 3 丁目 15 番 10 号 平成 30 年 4 月 1 日 

薬局 ウエルシア薬局伊勢宮町店 
伊勢市御園町高向字落合 985
番 1 

平成 30 年 4 月 1 日 

薬局 たまがき調剤薬局 鈴鹿市南玉垣町 6814-11 平成 30 年 3 月 1 日 

薬局 三日市南薬局 鈴鹿市三日市町 1963 番地 平成 30 年 3 月 1 日 

薬局 くわまち薬局 伊賀市上野桑町 1521-1 平成 30 年 3 月 1 日 

 

三重県告示第 283 号 

 農産物検査法（昭和 26 年法律第 144 号）第 17 条第 7 項の規定により、次のとおり地域登録検査機関の登録事

項の変更の届出がありましたので、同条第 9 項の規定により公示します。 

  平成 30 年 4 月 10 日 

                             三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  登録年月日及び登録番号 

平成 14 年 7 月 29 日 第 9 号 

2  地域登録検査機関の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 

鳥羽志摩農業協同組合 代表理事理事長 前田 長弘 志摩市阿児町鵜方 2402 番地の 5 

3  変更内容 

農産物検査員の追加 

氏名 住所 農産物の種類 証明書番号 

田中 啄也 ●●●●●●●● もみ、玄米、小麦、はだか麦、大豆 Ｋ2429323 

上村 貴郎 ●●●●●●●● もみ、玄米、小麦、はだか麦、大豆 Ｋ2429324 

 

三重県告示第 284 号 

 農産物検査法（昭和 26 年法律第 144 号）第 17 条第 8 項の規定により、次のとおり地域登録検査機関の業務の

廃止の届出がありましたので、同条第 9 項の規定により公示します。 

  平成 30 年 4 月 10 日 

                             三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  登録年月日及び登録番号 

平成 15 年 8 月 28 日 第 25 号 

2  地域登録検査機関の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 
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名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 

伊賀南部農業協同組合 代表理事組合長 村 和郎 名張市夏見 96 番地 

3  廃止年月日 

平成 30 年 3 月 31 日 

4  廃止しようとする業務 

  登録検査機関の業務 

 

三重県告示第 285 号    

森林法（昭和 26 年法律第 249 号）第 25 条の 2 第 1 項の規定により、次のとおり保安林の指定をしますので、

同法第 33 条第 6 項において準用する同条第 1 項の規定により告示します。 

平成 30 年 4 月 10 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

第 1 

1  保安林予定森林の所在場所 

   いなべ市藤原町山口字木和田 2497 から 2499 まで、2499 の 1、2500 から 2502 まで、2502 の 1 

2  保安林指定の目的 

    土砂の流出の防備 

3  指定施業要件 

(1) 立木の伐採の方法  

   ア  主伐に係る伐採種は、定めない。 

    イ  主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。 

   ウ  間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

(2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種 

次のとおりとする。 

 （「次のとおり」は省略し、その関係書類を三重県農林水産部治山林道課及びいなべ市役所に備え置いて縦覧

に供します。） 

第 2 

1  保安林予定森林の所在場所 

   四日市市伊坂台一丁目 329 の 1、329 の 2、桜町字北垣内 516 の 3、いなべ市北勢町阿下喜字西廣 2898 の 3 

2   保安林指定の目的 

    土砂の崩壊の防備 

3  指定施業要件 

(1) 立木の伐採の方法  

   ア  主伐は択伐による。 

    イ  主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。 

   ウ  間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

(2) 立木の伐採の限度 

次のとおりとする。 

 （「次のとおり」は省略し、その関係書類を三重県農林水産部治山林道課、四日市市役所及びいなべ市役所に

備え置いて縦覧に供します。） 

第 3 

1  保安林予定森林の所在場所 

  四日市市西大鐘町字北ノ山 1453、1456、1460 

2   保安林指定の目的 

    土砂の崩壊の防備 

3  指定施業要件 

(1) 立木の伐採の方法  

  ア  次の森林について、主伐は択伐による。 
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    字北ノ山 1453・1456・1460（以上 3 筆について次の図に示す部分に限る。） 

   イ その他の森林については、主伐にかかる伐採種は定めない。 

    ウ  主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。 

   エ  間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

(2)  立木の伐採の限度 

次のとおりとする。 

 （「次の図」及び「次のとおり」は省略し、その関係書類を三重県農林水産部治山林道課及び四日市市役所に

備え置いて縦覧に供します。） 

 

三重県告示第 286 号  

森林法（昭和 26 年法律第 249 号）第 33 条の 2 の規定により、次のとおり保安林の指定施業要件を変更する予

定である。 

平成 30 年 4 月 10 日 

三 重 県 知 事   鈴  木  英  敬   

1 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 

四日市市・三重郡菰野町（以上 1 市 1 町について、次の図に示す部分に限る。） 

2 保安林として指定された目的 

土砂の流出の防備 

3  変更後の指定施業要件 

(1) 立木の伐採の方法 

ア 主伐に係る伐採種は定めない。 

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。 

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

(2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種 

次のとおりとする。 

（「次の図」及び「次のとおり」は省略し、その図面及び関係書類を三重県農林水産部治山林道課、四日市市

役所及び菰野町役場に備え置いて縦覧に供します。） 

 

三重県告示第 287 号  

 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 158 条第 1 項の規定により、販売委託業務の販売代金収納事務

を次のとおり委託しました。 

  平成 30 年 4 月 10 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  委託先 

  大阪府大阪市天王寺区上本町 6 丁目 5 番 13 号 

  株式会社近鉄リテーリング 代表取締役社長 中井 潔 

2  委託期間 

  平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで 

 

三重県告示第 288 号  

大規模小売店舗立地法（平成 10 年法律第 91 号。以下「法」という。）第 5 条第 1 項の規定により下記の大規

模小売店舗を設置する者から新設の届出がなされたので、同条第 3 項の規定により次のとおり公告します。 

法第 8 条第 2 項の規定に基づき、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため

配慮すべき事項について意見を有する者は、「1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 2 

意見の対象となる大規模小売店舗の名称及び所在地 3 その周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき

事項 4 意見の内容（日本語により、意見の理由を含めて記載する。）」を記載した意見書をこの公告の日か

ら 4 月以内に三重県雇用経済部中小企業・サービス産業振興課に到着するように提出してください。 

なお、提出された意見は、法第 8 条第 3 項の規定により公告し、縦覧します。 
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平成 30 年 4 月 10 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬 

1  大規模小売店舗の名称及び所在地 

（仮称）マルヤス亀山店 

亀山市みずきが丘 9 番 8 ほか 

2  大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名 

（1） 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

名  称 住  所 代表者の氏名 

株式会社マルヤス 津市東丸之内 20 番 10 号 坂崎 公亮 

（2） 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

名  称 住  所 代表者の氏名 

株式会社マルヤス 津市東丸之内 20 番 10 号 坂崎 公亮 

未定 － － 

3  大規模小売店舗の新設をする日 

平成 30 年 11 月 17 日 

4  大規模小売店舗内の店舗面積の合計 

2,510 ㎡ 

5  大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 

(1) 駐車場の収容台数及び位置 

駐車場 収容台数 位 置 

駐車場 115 台 縦覧による 

合 計 115 台  

(2) 駐輪場の収容台数及び位置   

駐輪場 収容台数 位 置 

駐輪場 72 台 縦覧による 

合 計 72 台  

(3) 荷さばき施設の面積及び位置 

荷さばき施設 面 積 位 置 

荷さばき施設 1 78.0 ㎡ 縦覧による 

荷さばき施設 2 33.0 ㎡ 縦覧による 

合 計 111.0 ㎡  

(4) 廃棄物等の保管施設の容量及び位置 

廃棄物保管施設 容 量 位 置 

廃棄物保管施設 17.4 ㎥ 縦覧による 

合 計 17.4 ㎥  

6  大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 

(1) 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 

名  称 開店時刻 閉店時刻 

株式会社マルヤス 午前 9 時 午後 9 時 

未定 午前 9 時 午後 11 時 

(2) 来客が駐車場を利用することができる時間帯 

 駐車可能時間帯 

駐車場 午前 8 時 30 分から午後 11 時 30 分まで 

(3) 駐車場の自動車の出入口の数及び位置 

出入口の数 位 置 
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3 箇所 縦覧による 

(4) 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 

 荷さばき可能時間帯 

荷さばき施設 1 
午前 6 時から午後 10 時まで 

荷さばき施設 2 

7  届出の日 

平成 30 年 3 月 16 日 

8  届出等の縦覧場所 

三重県雇用経済部中小企業・サービス産業振興課 

9  届出等の縦覧の期間及び時間 

平成 30 年 4 月 10 日から同年 8 月 10 日まで 

開庁日の午前 9 時から午後 5 時まで 

 

三重県告示第 289 号 

大規模小売店舗立地法（平成 10 年法律第 91 号）第 6 条第 1 項の規定による届出（大規模小売店舗において小

売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名の変更）に対して同法第 8 条第 1 項の

規定により四日市市から聴取した意見の概要について、同条第 3 項の規定により公告します。 

平成 30 年 4 月 10 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  大規模小売店舗の名称及び所在地 

フレスポ四日市富田 

四日市市西富田町字大宮田 249 ほか 2 筆 

2  四日市市から聴取した意見 

意見なし 

3  意見の縦覧場所 

三重県雇用経済部中小企業・サービス産業振興課 

4  意見の縦覧の期間及び時間 

平成 30 年 4 月 10 日から同年 5 月 10 日まで 

開庁日の午前 9 時から午後 5 時まで 

 

三重県告示第 290 号 

大規模小売店舗立地法（平成 10 年法律第 91 号）第 6 条第 1 項の規定による届出（大規模小売店舗を設置する

者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

の変更）に対して同法第 8 条第 1 項の規定により四日市市から聴取した意見の概要について、同条第 3 項の規定

により公告します。 

  平成 30 年 4 月 10 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬 

1  大規模小売店舗の名称及び所在地 

イオンモール四日市北 

四日市市富州原町 221 番地ほか 17 筆 

2  四日市市から聴取した意見 

意見なし 

3  意見の縦覧場所 

三重県雇用経済部中小企業・サービス産業振興課 

4  意見の縦覧の期間及び時間 

平成 30 年 4 月 10 日から同年 5 月 10 日まで 

開庁日の午前 9 時から午後 5 時まで 
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公 告 

 

地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第 144 条の 9 第 3 項の規定に基づき、次の者について軽油引取税に係る

特約業者の指定を取り消しました。 

  平成 30 年 4 月 10 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬 

1  氏名又は名称 

  三東エネルギー株式会社 

2  主たる事務所又は事業所の所在地 

  三重県三重郡川越町大字豊田一色 397-2 

3  指定の取消しの年月日 

  平成 30 年 3 月 26 日 

 

 土地改良法（昭和 24 年法律第 195 号）第 18 条第 16 項の規定により、次の土地改良区から役員の退任及び就

任の届出がありました。 

  平成 30 年 4 月 10 日 

                     三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

 伊勢市黒瀬土地改良区（伊勢市黒瀬町 1691） 

 退任監事 

 伊勢市黒瀬町 428                                   牛 江 政 男  

 就任監事 

 伊勢市黒瀬町 199                                   酒 徳 和 行  

 

 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 21 条第 2 項において準用する同法第 20 条第 1 項の規定により、桑

名市から都市計画の図書の写しの送付を受けたので、同法第 21 条第 2 項において準用する同法第 20 条第 2 項の

規定により、当該都市計画の図書の写しを公衆の縦覧に供します。 

  平成 30 年 4 月 10 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  都市計画の種類及び名称 

  桑名都市計画生産緑地地区 

2  縦覧場所 

  三重県県土整備部都市政策課 

 

 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 21 条第 2 項において準用する同法第 20 条第 1 項の規定により、鈴

鹿市から都市計画の図書の写しの送付を受けたので、同法第 21 条第 2 項において準用する同法第 20 条第 2 項の

規定により、当該都市計画の図書の写しを公衆の縦覧に供します。 

  平成 30 年 4 月 10 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  都市計画の種類及び名称 

  鈴鹿都市計画下水道 

流域関連鈴鹿市公共下水道 

2  縦覧場所 

  三重県県土整備部都市政策課 

 

 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 21 条第 2 項において準用する同法第 20 条第 1 項の規定により、鈴

鹿市から都市計画の図書の写しの送付を受けたので、同法第 21 条第 2 項において準用する同法第 20 条第 2 項の

規定により、当該都市計画の図書の写しを公衆の縦覧に供します。 

  平成 30 年 4 月 10 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   
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1  都市計画の種類及び名称 

  鈴鹿都市計画地区計画 

太陽の街地区計画 

2  縦覧場所 

  三重県県土整備部都市政策課 

 

 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 29 条第 1 項の規定により許可しました開発行為に関する工事は、次 

のとおり完了しました。 

平成 30 年 4 月 10 日 

                             三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬 

工事完了年月日 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 許可を受けた者の住所及び氏名 

平成 30 年 
3 月 20 日 

松阪市西野町字向林 1886-3 ほか 1 筆 

多気郡多気町波多瀬 340-1 

田 中 章 太 
松阪市西野町 1885-2 
田 中 実 穂 

平成 30 年 
3 月 23 日 

三重郡川越町大字北福崎字宮下 413-1 ほか 1 筆 

大阪府大阪市天王寺区堂ヶ芝 1-5-21 

株式会社西村ケミテック 
代表取締役社長 西 村  修 

平成 30 年 

3 月 26 日 
三重郡菰野町大字池底字赤坂 363-4 ほか 6 筆 

三重郡菰野町大字大強原字赤坂 2460 
デンソートリム株式会社 
代表取締役 山 下 洋 一 

平成 30 年 

3 月 28 日 
名張市南町 742-4 ほか 1 筆 

名張市南町 682-2 

中 野 清 美 

平成 30 年 
3 月 28 日 

亀山市川崎町字青 4862 

鈴鹿市江島町 1511 

株式会社サトウ土地開発 
代表取締役 佐 藤 左 恭 

平成 30 年 
3 月 29 日 

松阪市駅部田町字十二 933-1 ほか 3 筆ほか及び字肥
岡 942-2 

松阪市高町 450-1 
丸亀不動産有限会社 

代表取締役 竹 上 秀 洋 

平成 30 年 
3 月 30 日 

伊勢市小俣町新村字一ノ岡 558-3 の一部ほか 2 筆 

伊勢市曽祢 2 丁目 11-8 

株式会社ナカムラ工務店 
代表取締役 中 村 博 光 

平成 30 年 
3 月 30 日 

員弁郡東員町大字八幡新田字村東 289 ほか 1 筆 
いなべ市員弁町笠田新田 425 コラージュ 305 
小 川 裕 之 

平成 30 年 
3 月 30 日 

松阪市五反田町 5 丁目 1428 ほか 2 筆ほか 
松阪市駅部田町 620-6 
株式会社ハウスエージェント 

代表取締役 髙 橋 伸 久 

平成 30 年 

3 月 30 日 
三重郡川越町大字豊田一色字中筋通 351-1 ほか 1 筆 

愛知県名古屋市中区大井町 1-24 ヴィークタ
ワー名古屋東別院 1109 号 
服 部 知 明 
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